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公益社団法人 信 和 会 文書番号 Hsこでまり-規-001 

運営規程 
制改訂日 2019/03/01 

主管部門 ヘルパーステーションこでまり 

 

第１条 事業の目的 

 公益社団法人信和会が開設する訪問介護ヘルパーステーションこでまり（以下「事業者」という）の

行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の事業（以下「訪問介護」という）の適正な運営を確保す

るために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業者の訪問介護員が、要介護状態又は要支援状態

等となった高齢者等（以下「利用者」という）に対し、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわ

たる援助を行うことにより、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるように支援を行うことを目的とする。 

第２条 運営の方針 

１ 訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資

するよう、その目標を設定し、計画的に行う。 

２ 自らその提供する訪問介護の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。 

３ 訪問介護に当たっては、訪問介護計画に基づき利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 

４ 訪問介護に当たっては、懇切丁寧に行う事を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供 方

法等について理解しやすいように説明を行う。 

５ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対

し、適切な相談及び助言を行う。 

６ 訪問介護に当たっては、関係市町村、地域の保護・医療・福祉サービス及び居宅サービス事業所等

との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

７ サービス提供が終了する際には、利用者又はその家族に対して適切な指導を行い、医療機関の医師

又は情報提供を受けた場合の主治医、居宅介護支援事業所等に対して情報提供を行う。 

第３条 事業所の名称及び所在地 

１ 名称   公益社団法人信和会 訪問看護ステーションたんぽぽ併設 

ヘルパーステーションこでまり 

２ 所在地  京都市左京区田中飛鳥井町 45番地 

第４条 職員の職種、員数、職務内容 

１ 管理者：１名（常勤 介護福祉士） 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

２ サービス提供責任者：５名以上（常勤・介護福祉士）       

サービス提供責任者は、事業所に対する訪問介護の利用申し込みにかかわる調整、訪問介護員等

に対する技術指導等のサービス内容の管理、訪問介護計画の作成及び説明等を行うとともに、自ら

も指定訪問介護等の提供に当たる。 

３ 訪問介護員：常勤換算で１０名以上 

  訪問介護員等は、訪問介護の提供にあたる。 

第５条 営業日及び営業時間 

１ 営業日：日曜日から土曜日までとする。 

２ 営業時間：８時４５分から１６時４５分 

上記、営業時間を原則とし、利用者の状態、希望に応じて通常営業時間外のサービス提供も適宜行う。 

第６条 通常の事業の実施地域 

京都市左京区とする。 

第７条 訪問介護の提供方法 

１ サービス提供責任者は、居宅サービス計画に沿って、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏ま

えて、指定訪問介護等の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容等を記載した、利用者

ごとの訪問介護計画書を作成する。また訪問活動報告書等、法的に定められた書類を作成する。 

２ 管理者は、訪問介護計画書及び訪問活動報告書等に関し必要な管理を行う。 

第８条 訪問介護の内容 

１ 身体介護に関すること 

(ア)食事の介助 

(イ)排泄の介助 

(ウ)衣類着脱の介助 

(エ)入浴の介助 
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(オ)移乗・移動介助 

(カ)通院・外出介助 

(キ)その他必要な身体への介助 

２ 生活援助に関すること 

(ク)調理 

(ケ)衣類の洗濯、補修 

(コ)住居等の清掃、整理整頓 

(サ)生活必需品の買い物 

(シ)関係機関との連絡 

(ス)その他必要な生活支援 

３ 相談援助に関すること 

(セ)生活、身上、介護に関する相談、助言 

(ソ)その他必要な相談、助言 

第９条 利用料及び支払方法 

１ 訪問介護を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サ

ービスであるときは保険給付の自己負担に応じた額とする。 

２ 法定代理受領を受けられないことにより償還払いとなる場合には、一旦、利用料を全額自己負担し 

て頂き、サービス提供証明書を発行する。 

３ 利用者からの支払方法は、別紙【重要事項説明書】に定める通りとする。事業者は、支払いを受け

た場合、費用の細目を記載した領収書を交付しなければならない。 

４ その他の費用の徴収が必要となった場合には、その都度協議して利用者等に説明を行い、同意を得

たものに限り徴収する。 

５ 利用料金についてはあらかじめ利用者に提示し、その了解を得るものとする。 

第１０条 緊急時における対応 

１ 訪問介護員等は、訪問介護実施中に利用者の病状に急変その他、緊急事態が生じたときは、速やか

に主治医に連絡し、適切な措置を行うこととする。主治医の連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要

な措置を講じるものとする。 

２ 訪問介護員等は、前項の措置を講じた場合、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 

第１１条 事故発生時の対応 

 指定訪問介護等の提供により、事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族、当該利用者にか

かわる主治医及び居宅支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、京都市へ報告する。

また従業者は内容について記録し、生じた事故の原因を解明し、再発防止に努める。 

第１２条 非常災害対策 

  事業者は、地震・火災等の非常災害に備え、常に関係機関の連絡を密にし、必要な措置を講じる。非

常災害等が事業所内や訪問時に発生またはその危険性を察知した場合は、臨機の措置を取るとともに

所轄消防署に通報するなどの適切な措置を講じ、被害を最小限に留めるよう努めなければならない。 

第１３条 秘密保持等 

１ 訪問介護員等は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供に当たって知りえた利用

者又は利用者家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 事業者は訪問介護員等が退職後、在職中に知りえた利用者又は利用者家族の秘密を漏らすことがな

いように、必要な措置を講ずる。 

第１４条 苦情処理 

 管理者は、提供した訪問介護に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため担当

職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明する。 

第１５条 損害賠償  

１ 事業所は、事業により発生する事故を防止するため不断の努力を行うとともに、万が一賠償すべき

事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 事業者は、万一の事故に備え賠償責任保険に加入する。 

第１６条 その他運営についての留意事項 

１ 事業所は社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るための研修・研究の機会を設けるもの

とし、業務体制を整備する。 

２ 訪問介護員等は、勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者から求められた場合、これを提

示する。 

３ 全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。 

４ この規程の概要について、事業所内の見やすい場所に掲示する。 



 

                                 3/3              ヘルパーステーションこでまり 運営規程 

５ 訪問介護計画・サービス提供記録及び事故発生時の記録・苦情処理に関する記録等については、整

備の上、完結してから５年間保存する。 

６ 京都市並びに国民健康保険団体連合会からの求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力すると

ともに、指導・助言に従って必要な改善を行い、その内容を報告する。 

７ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は公益社団法人信和会が定めるものとする。 

 

 

（附則） 

この規程は ２００１年（平成１３）年 ２月 １日から施行する。 
改定年月日 改定内容 

２０１３年３月１１日 改定 

２０１３年４月１日 改定 

２０１３年７月１日 改定 

２０１３年８月１日 改定 

２０１４年４月１日 改定（公益財団法人に移行） 

２０１４年１２月 1日 改定 

２０１５年４月 1日 改定 

２０１６年４月 1日 改定（第５条 営業日及び営業時間） 

２０１９年３月１日 改定（第３条 事業所の名称及び所在地） 

  

 


